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制度の概要
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株主代表訴訟とは、どのような制度か。
⑴
株主代表訴訟の制度趣旨



株主代表訴訟とは、株式会社が発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等（会社法第４２３条１項に規定する役員等）若しくは清算人（以下、本マニュアルにおいて「取締役等」という。）の株式会社に対する責任を追及する訴えの提起を怠っている場合に個々の株主が自ら株式会社のために取締役等の責任を追及する訴訟のことをいいます。

取締役等の株式会社に対する責任は、本来的には株式会社自身が追及すべきものです。しかし、取締役間の同僚意識等により株式会社による積極的な役員等の責任追及が期待し得ない場合があり（このことを「提訴懈怠可能性」といいます。）、その結果、株式会社の利益が害されひいては株主の利益が害されるおそれがあります。

そこで法は、株主代表訴訟の制度を設け、個々の株主が、株式会社のために取締役等の責任を追及する訴えを提起できるものとしています。


⑵
株主代表訴訟の対象



株主代表訴訟によってなしうる訴えは次のとおりですが（会社法８４７条１項）、株主代表訴訟の中心を占めるのは取締役の責任を追及する訴えです。
ア

発起人・設立時取締役・設立時監査役、役員等（取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人）・清算人の責任を追及する訴え（会社法４２３条１項等



イ

仮装払込（会社法１０２条の２第１項、同法２１２条第１項、同法２８５条１項）



ウ

違法な利益供与がなされた場合に、利益供与を受けた者に対し利益の返還を求める訴え（会社法１２０条３項）



エ

不公正価額での株式・新株予約権引受けの場合に、出資者に対し差額支払い若しくは給付を求める訴え（会社法２１３条の２第１項、同法２８６条の２第１項）





⑶
手続



ア

原告適格（提訴権者）


①

公開会社の場合


公開株式会社（会社法１条５号）の場合、定款で短縮しない限り６箇月前から引き続き株式を有する株主であることが株式会社に対する提訴請求や代表訴訟提起の要件とされています（会社法８４７条１項本文）。


②

非公開会社の場合


非公開株式会社（公開株式会社以外の株式会社）の場合、保有期間の要件はありません（会社法８４７条２項）。


③

株式交換・株式移転等と株主代表訴訟の原告適格


原告として株主代表訴訟を提訴した株主が、株式交換や株式移転等により当該株式会社の株主でなくなった場合でも、当該株式会社の完全親株式会社の株主となるなど一定の場合には、当該株主は株主代表訴訟の原告適格を失いません（会社法８５１条）。




イ

提訴前の手続


株主が株式会社に対し役員等の責任を追及する訴えを提起することを請求し、原則としてその請求の日から６０日以内に株式会社が訴えを提起しないときにはじめて株主代表訴訟を提起することができます（会社法８４７条３項）。

株式会社が株主から提訴請求を受けたにもかかわらず、役員に対する訴えを提起しない場合には、株式会社は不提訴理由を株主等へ通知しなければなりません（会社法８４７条４項）。

例外として、回復できない損害が株式会社に生じるおそれがあるときは、株主は直ちに株主代表訴訟を提起できます（会社法８４７条５項）。


ウ

請求できない場合


株主の請求が当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、株主代表訴訟を提起できません（会社法８４７条１項ただし書、同条５項ただし書）。


エ

管轄裁判所


株主代表訴訟は、株式会社の本店所在地の地方裁判所に提起しなければなりません（会社法８４８条）。


オ

手数料の納付


一般に、訴えを提起するには、訴訟の目的の価額に応じて所定の手数料を裁判所に納めなければなりません。法は、株主代表訴訟の提起を容易にするため、株主代表訴訟を提起するための手数料については、当該訴訟において役員等に請求しようとする額を基準としないで算定することとし、現在、一律１３，０００円としています（会社法８４７条の４第１項、民事訴訟費用等に関する法律第４条２項前段、同法別表第一の１）。


カ

訴訟告知


株主は、株主代表訴訟を提起したときは、遅滞なく株式会社に対し訴訟告知をしなければなりません（会社法８４９条４項）

補助参加の利益（民事訴訟法４２条）がなくても株主や株式会社が株主代表訴訟に補助参加できることを明らかにするなどして上記の問題を立法的に解決しています。


キ

判決内容と株主の権利、責任


（ａ）

勝訴株主の権利


原告株主は、株主代表訴訟に勝訴しても、役員等に対して株式会社に支払うことを要求できるだけであって、自分に支払うことを要求することはできません。しかし、当該株主は株主代表訴訟をするために要した必要費用（調査費用等）及び弁護士報酬のうち相当額を株式会社に請求することができます（会社法８５２条１項）。


（ｂ）

敗訴株主の責任


株主代表訴訟に敗訴した株主は、悪意があった場合に限って株式会社に対して損害賠償の責任を負うこととなります（会社法８５２条２項）。




ク

馴合い訴訟の防止


原告株主と被告取締役との間で馴合い訴訟が行われる危険があるため、その弊害防止の手段として、①他の株主又は株式会社による訴訟参加（会社法８４９条１項）と②再審の訴え（会社法８５３条）が認められています。
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ご相談をご希望の方は、下記よりお電話かメールで

ご相談受付にお申込みください。
電話で相談受付に申し込む

0120-803-628
受付時間：平日9:00～19:00
※通話料は無料です

メールで相談受付に申し込む
ご相談受付
通常1～2営業日以内に担当の弁護士から
ご連絡させていただきます。
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 通話無料
平日 9:00～19:00 





 メールフォーム
でのお問合せ 








  